
あきた中小企業みらい
応援ファンド事業

～中小企業者と県内大学等との産学連携などによる研究開発を支援～



１．事業の目的

秋田県内の大学、工業高等専門学校、又は公設試験研究機関との共同研究による高度技術又は新製品の開発や高度技術

を利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発などの取組を促進するため、事業経費の一部を助

成します。

２．助成対象者

①高度技術産業集積地域型

高度技術産業集積地域（秋田市）に主たる事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人、有限責任事業組合、中小

企業者として創業する方

②一般地域型

高度技術産業集積地域（秋田市）以外に主たる事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人、有限責任事業組合、

中小企業者として創業する方

３．助成対象事業

高度技術又は新製品の開発や高度技術を利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発等

のために県内大学、工業高等専門学校又は公設試験研究機関と連携して研究開発を行う事業



４．助成対象経費

①原材料及び副資材費 ②構築物費 ③研究開発のみに用いる機械装置費 ④研究開発のみに用いる工具器具費

⑤外注加工費 ⑥技術導入費 ⑦技術情報取得費 ⑧その他必要と認められる経費

５．助成要件

事業期間：最長１年

助成率および限度額

①高度技術産業集積地域型（秋田市） 助成率：３/４以内 限度額：３００万円以内

②一般地域型（秋田市以外） 助成率：２/３以内 限度額：２５０万円以内

６．募集期間

申請書受付期間：令和６年６月中旬頃～（予定）

※事前相談必須



７．その他留意事項

・助成金は一部を除き、精算払い（後払い）が原則です。助成事業完了までの資金調達が必要となります。

・対象となる経費は、事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、交付決定通知に記載する助成事業実施
期間内に発注(契約)、購入、納品、請求及び支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費に限ります。

・助成対象経費は研究開発にかかる経費のみです。量産、営業活動にかかわる経費や人件費、 研究開発以外にかかる設備 

の取得費、汎用性のある事務用品代等は助成対象になりません。

・機械装置または工具器具は事業計画に必要不可欠なものに限ります。生産目的の使用となる場合は全て対象外です。

また助成金 で導入した機械装置等で製造した物品の販売は厳禁です。

・外注 加工費及び委託費に対応する助成金の合計額は助成金総額の２分の１までです。

 ８．ホームページ

• https://www.bic-akita.or.jp/support/19.html



９．問い合わせ・申し込み先

（公財）あきた企業活性化センター 設備・研究推進課

〒010－8572 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎２階

TEL：018-860-5702 FAX：018-860-5612

mail：setsubi-ken@bic-akita.or.jp



あきた農商工応援ファンド事業
～中小企業者と農林漁業者との連携体の取り組みを支援～



１．事業の目的

中小企業者と農林漁業者との連携体が取り組む商品開発や販路開拓、複数の連携体が取り組む販路開拓等に対して、支

援を行うことにより、本県の県内事業者の育成や食品産業の振興を図ることを目的 としています。

２．助成対象者

①農商工連携支援事業

中小企業者(自ら事業を行うNPO法人等含む)と農林漁業者との連携体

②農商工連携応援団体支援事業

中小企業者(自ら事業を行うNPO法人等含む)と農林漁業者との連携体を支援する事業を行う団体

３．助成対象事業

① 新たに取り組む商品の開発や改良

② 開発や改良した商品の販路開拓（自己負担または他の制度を活用し、開発した商品を含む）

③ 県産農林水畜産物の高品質化やブランド化、安定供給のための取組

④ 商品開発と併せた衛生管理の改善、農業生産工程管理、産業財産権等の取得

⑤ 県産農林水畜産物を活用したメニュー提供等の新たなサービス事業の展開

⑥ ①～⑤に付随する告知媒体等を活用したＰＲや周知活動

⑦ ①～⑤に付随するマーケティング等の必要な調査



４．助成対象経費

①専門家謝金、②旅費、③リース・レンタル料 、 ④試作費 、⑤委託費、⑥検査・試験・分析費、⑦共同研究費、

⑧産業財産権等取得費、⑨消耗品費、⑩印刷製本費、⑪広告費、⑫通信運搬費 、 ⑬展示会等出展料 、 ⑭ 雑役務費、

⑮研修・人材育成費、⑯会場借料

５．助成率・助成金の額・事業期間

①農商工連携支援事業 事業期間：最長２年

助成率：１/２以内（優遇条件※を満たせば2/3以内） 限度額：100万円以内（２年目の限度額は１年目の1/2以内）

②農商工連携応援団体支援事業 事業期間：最長２年

助成率：２/３以内（優遇条件※を満たせば10／10以内） 限度額：100万円以内（２年目の限度額は１年目の1/2以内）

６．優遇要件

①開発商品の販路が確定している場合

②秋田県総合食品研究センターのオリジナル技術や秋田県農業試験場が開発したオリジナル品種等を

活用する場合



７. 募集期間

申請書受付期間：令和６年４月下旬頃～（予定）

※事前相談必須

８．その他留意事項

• 助成金は一部を除き、精算払い（後払い）が原則です。助成事業完了までの資金調達が必要となります。

• 対象となる経費は、事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、助成事業実施期間内に発注(契約)、購

入、納品、請求及び支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費に限ります。

９．ホームページ

• https://www.bic-akita.or.jp/support/20.html



１０．問い合わせ・申し込み先

（公財）あきた企業活性化センター設備・研究推進課

〒010－8572 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎２階

TEL：018-860-5702 FAX：018-860-5612

mail： setsubi-ken@bic-akita.or.jp



機械類貸与事業
～県内企業の設備投資を支援します～



１．事業の目的

• 中小企業者の皆様が導入を希望される機械設備を当センターが設備販売業者から購入し、割賦販売またはリースします。



２．事業の特徴

• 長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配がありません。

• 審査にあたってはこれからの事業計画や設備投資効果を重視します。

３．事業の対象者

• 創業者、中小企業者、中小企業団体（製造業、商業またはサービス業に属する事業を営む中小企業者が組織する団体）

４．対象設備

• 対象者の営む事業上必要な設備で、以下の要件に当てはまる設備

①秋田県内に設置する設備であること

②申請者の管理下に置かれて使用される設備であること

③申請する設備価格の合計額が消費税込みで100万円以上1億円以下であること

（土地及び建物・建物と一体となる設備、物品賃貸業における賃貸用の設備、中古設備を除く）



２．事業の特徴

• 長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配がありません。

• 審査にあたってはこれからの事業計画や設備投資効果を重視します。

３．事業の対象者

• 創業者、中小企業者、中小企業団体（製造業、商業またはサービス業に属する事業を営む中小企業者が組織する団体）

４．対象設備

• 対象者の営む事業上必要な設備で、以下の要件に当てはまる設備

①秋田県内に設置する設備であること

②申請者の管理下に置かれて使用される設備であること

③申請する設備価格の合計額が消費税込みで100万円以上1億円以下であること

（土地及び建物・建物と一体となる設備、物品賃貸業における賃貸用の設備、中古設備を除く）



２．事業の特徴

• 長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配がありません。

• 審査にあたってはこれからの事業計画や設備投資効果を重視します。

３．事業の対象者

• 創業者、中小企業者、中小企業団体（製造業、商業またはサービス業に属する事業を営む中小企業者が組織する団体）

４．対象設備

• 対象者の営む事業上必要な設備で、以下の要件に当てはまる設備

①秋田県内に設置する設備であること

②申請者の管理下に置かれて使用される設備であること

③申請する設備価格の合計額が消費税込みで100万円以上1億円以下であること

（土地及び建物・建物と一体となる設備、物品賃貸業における賃貸用の設備、中古設備を除く）



4．対象設備 ～ 具体例

立形マシニングセンタ 全自動小型射出成型機 CNC三次元測定機

販売管理システム 3次元CADシステム

紙折り機

工作機械等

ソフトウェア

食品加工機械

小型どらやき機

その他

ホイールローダー 介護用ベッド



5．割賦契約・リース契約の概要

割賦契約 リース契約

期間 7年以内
(設備の合計額により、最長10年まで延長可)

3～7年以内
(設備の法定耐用年数に応じて設定)

返済方法 口座振替による半年ごとの償還 口座振替による毎月払い

保証金 設備の合計額の10％
(最終償還金と相殺されます)

なし

連帯保証人 原則代表者1名(貸付期間終了時80歳を超えない方)

 (「経営者保証に関するガイドライン」に則って判断します)
     (場合によっては第三者保証人の追加をお願いすることもあります）

損害保険/
固定資産税

企業側が付保/申告及び税負担 センターが付保/申告及び税負担

返済終了後 所有権は企業側に移転 設備を当センターに返還
なお、1年間の契約更新が可能
※年額リース料として、当初リース契約における
月額リース料1カ月分をお支払いいただきます。



6．割賦損料率・月額リース料率

7．その他留意事項

• 申請は随時受け付けております。

• 申請から貸与の決定まで、約1カ月ほどお時間をいただきます。

• 審査会では当センター職員が申請者に代わってプレゼンを行います。

• 設備の導入後の利用状況及び効果等を調査するため、年１度アンケートへの回答をお願いしています。

割賦損料率 1.0％～3.0％／年

リース料率
(期間7年の場合)

1.318％～1.415％／月

各料率は、申請者の財務内容等によって設定します。

小規模企業者または創業者、特別利率の対象要件を
満たす方については、左記よりさらに料率を引き下げます。



6．割賦損料率・月額リース料率

7．その他留意事項

• 申請は随時受け付けております。

• 申請から貸与の決定まで、約1カ月ほどお時間をいただきます。

• 審査会では当センター職員が申請者に代わってプレゼンを行います。

• 設備の導入後の利用状況及び効果等を調査するため、年１度アンケートへの回答をお願いしています。

割賦損料率 1.0％～3.0％／年

リース料率
(期間7年の場合)

1.318％～1.415％／月

各料率は、申請者の財務内容等によって設定します。

小規模企業者または創業者、特別利率の対象要件を
満たす方については、左記よりさらに料率を引き下げます。



8．ご申請にあたって

• 制度について詳しく聞きたい、導入したい設備が利用対象か知りたい、返済シミュレーションが知りたい等のご要望に

もお応えします。

• 申請時には各種書類のご提出をお願いしております。下記HPでもダウンロード可能です。

• ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

経営支援部 設備・研究推進課（設備貸与担当）

☎018-860-5702

https://www.bic-akita.or.jp/support/fund.html



知的財産有効活用事業
～知的財産に関する課題の解決を支援～



商標…？
良い商品ですね！
商標権は
大丈夫ですか？





私のイラスト勝手に
使ってますよね？
著作権法違反なので損害賠償を…

著作権？！
もう出荷して
追加分も印刷
してるのに！





我が社が
開発した
フライパンが
なぜ…！！

アメリカで
開発された…











INPIT
秋田県
知財総合支援窓口

018-860-5614



産業デザイン活用促進事業
～ デザイン活用による企業の競争力向上を支援 ～



いい会社
なのに…

いいお店
なのに…

な
ん
だ
か

伝
わ
ら
な
い…



いい技術
なのに…

いい素材
なのに…

な
ん
だ
か

売
れ
な
い…



デザインが原因？



商品企画

商品デザイン

パッケージ

包装紙・梱包

ロゴマーク ホームページ

SNS

チラシ

広告掲載

展示会ブース写真・動画

説明文

商品名 取扱説明書

POP

売り場作り

ブランディング

事業アイデア 商談

営業ツール

ポスター

キャッチコピー

プレスリリース

企画 伝達 PR 営業



２．対象者

3．支援内容



２．対象者



２．対象者



お金
かけたのに…

がんばった
のに…

う
ま
く

い
か
な
い…



・依頼の仕方と案の決め方

・デザインの活かし方

・デザイン予算とデザイナー選び

デザイン活用のポイント



２．対象者

3．支援内容



２．対象者

3．支援内容



商品企画

商品デザイン

パッケージ

包装紙・梱包

ロゴマーク ホームページ

SNS

チラシ

広告掲載

展示会ブース写真・動画

説明文

商品名 取扱説明書

POP

売り場作り

ブランディング

事業アイデア 商談

営業ツール

ポスター

キャッチコピー

プレスリリース

企画 伝達 PR 営業



018-860-5614

あきた
産業デザイン
支援センター



秋田県よろず支援拠点
～経営上のあらゆるお悩みの解決を支援～



１．事業概要

• 中小企業や小規模事業者等の経営者が抱える経営上のあらゆる相談に無料で応じます。

２．対象者

• 県内の中小企業・小規模事業者、NPO法人、社会福祉法人、創業予定者等

３．支援内容

• 拠点内に配置されたチーフコーディネーター、コーディネーターが経営課題の解決まで継続的に支援

• 遠方の相談者の利便性を高めるため、オンラインや出張での相談対応を実施

• 各種セミナーをオンラインや県内各地で随時開催

【主な支援内容・テーマ】

売上拡大／経営改善／資金繰り／創業／事業承継／補助金／IT活用・SNS・Webサイト など



１．事業概要

• 中小企業や小規模事業者等の経営者が抱える経営上のあらゆる相談に無料で応じます。

２．対象者

• 県内の中小企業・小規模事業者、NPO法人、社会福祉法人、創業予定者等

３．支援内容

• 拠点内に配置されたチーフコーディネーター、コーディネーターが経営課題の解決まで継続的に支援

• 遠方の相談者の利便性を高めるため、オンラインや出張での相談対応を実施

• 各種セミナーをオンラインや県内各地で随時開催

【主な支援内容・テーマ】

売上拡大／経営改善／資金繰り／創業／事業承継／補助金／IT活用・SNS・Webサイト など



１．事業概要

• 中小企業や小規模事業者等の経営者が抱える経営上のあらゆる相談に無料で応じます。

２．対象者

• 県内の中小企業・小規模事業者、NPO法人、社会福祉法人、創業予定者等

３．支援内容

• 拠点内に配置されたチーフコーディネーター、コーディネーターが経営課題の解決まで継続的に支援

• 遠方の相談者の利便性を高めるため、オンラインや出張での相談対応を実施

• 各種セミナーをオンラインや県内各地で随時開催

【主な支援内容・テーマ】

売上拡大／経営改善／資金繰り／創業／事業承継／補助金／IT活用・SNS・Webサイト など



ご支援の流れ



５．問合せ・申込先

• （公財）あきた企業活性化センター内 秋田県よろず支援拠点

〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

TEL 018-860-5605 FAX 018-863-2390

E-mail akita.yorozu@bic-akita.or.jp

４．ホームページ

• https://akita-yorozu.go.jp/

mailto:akita.yorozu@bic-akita.or.jp


専門家派遣事業
～経営課題解決のため民間専門家を派遣～



１．事業の目的

• 創業や経営の向上を図ろうとする中小企業者等が抱える様々な課題に対し、当センター登録の民間専門家を

派遣し、課題解決のための診断・助言を実施します。

２．対象者

• 県内在住の小規模事業者、中小企業者及び中小企業者が3分の2以上を占める任意団体

３．対象分野

• 経営全般、販売・マーケティング、IT・情報化、技術・生産・ISO、食品・醸造、法務・労務、税務・会計、

業務連携・協業化、その他

※ISO等の公認証取得や許認可を得ることだけを目的とするもの、企業の実務代行、取引先等のあっせんは対象外

４．専門家派遣日数、謝金及び旅費

• 派遣日数は最大で延べ2日、4時間未満の派遣を半日とし、最大4回の派遣が可能となります。

※専門家への謝金は１日当り3万円で、センターが全額負担しますが専門家の旅費については派遣要請企業

の負担となります。
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の負担となります。



５．提出書類

• 専門家派遣要請書（様式１）、個人情報に関する同意書（様式１０）、会社案内等

※様式についてはいずれも当センターHP上に掲載されております。

６．募集時期

• 派遣要請については随時受け付けております。

※なお、本事業予算がなくなり次第、募集は終了します。

７．手続きの流れ

• 派遣についての相談 → 事前ヒアリング → 派遣要請書の提出 → 審査 → 派遣決定

→ 診断・助言の実施 → 診断助言受入証明書の提出
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５．提出書類

• 専門家派遣要請書（様式１）、個人情報に関する同意書（様式１０）、会社案内等

※様式についてはいずれも当センターHP上に掲載されております。

６．募集時期

• 派遣要請については随時受け付けております。

※なお、本事業予算がなくなり次第、募集は終了します。

７．手続きの流れ
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→ 診断・助言の実施 → 診断助言受入証明書の提出



８．ホームページ

• https://www.bic-akita.or.jp/support/16.html

９．問合せ、申込先

• 公益財団法人あきた企業活性化センター 総合企画部 総合相談課

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 県庁第二庁舎2階

TEL：018-860-5610 FAX：018-863-2390

E-Mail：soudan@bic-akita.or.jp



秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点

～企業の成長戦略の取組において中核となる人材の獲得等を支援～



１．事業概要

• 今後の事業展開に意欲的な企業の取組において中核となるプロフェッショナル人材の獲得等をサポートします。

※プロフェッショナル人材とは新たな製品・サービスの開発や生産性の向上、積極的な販路開拓など、企業の

成長に資する業務経験や専門的知識を有し、当該経験等を生かして企業の成長戦略を具現化していく人材

２．支援対象

• 県内の中小企業

３．支援内容

• 民間人材紹介事業者等を通じたプロフェッショナル人材の獲得支援

• 副業や兼業の形態による外部人材の活用支援

• 企業の成長戦略の実現に必要な人材像の明確化支援

• プロフェッショナル人材の活用等に関するセミナーの開催等

※ 民間人材紹介事業者とは企業から求人の依頼を受け、自社に登録している転職希望者等から適した
人材を選定し、求人企業へ紹介を行う事業者（職業安定法第３０条第１項の許可を得ている有料職業
紹介事業者）
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事業の流れ
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４．ホームページ

５．問合せ・申込先

• (公財)あきた企業活性化センター 内
〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL 018-860-5624 FAX 018-860-5612
E-mail projinzai@bic-akita.or.jp

• https://www.akita-projin.com/
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